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船舶事故調査報告書 

 

 平成２４年３月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 同乗者死亡並びに乗組員及び同乗者行方不明 

発生日時 平成２３年７月６日（水） ０７時０５分ごろ 

発生場所 群馬県みなかみ町奥利根湖 みなかみ町所在の矢木沢ダム中央部から真方

位０１２°１,７００ｍ付近 

（概位 北緯３６°５５.６′ 東経１３９°０３.７′） 

事故調査の経過  平成２３年７月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が行方不明のため行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

モーターボート ＩＷＡＢＵＣＨＩ
イ ワ ブ チ

、５トン未満 

 ２３０－１３１３６埼玉、個人所有 

 ４.２ｍ×１.５４ｍ×０.６４ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関１５kＷ、平成１６年１月 

最大搭載人員３人 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５２歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５６年７月１日 

  免許証交付日 平成２０年２月１５日 

   （平成２５年４月６日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ７６歳 

同乗者Ｂ 女性 ７７歳 

同乗者Ｃ 女性 ７４歳 

 死傷者等 死亡 １人（同乗者Ｂ）、行方不明 ２人（船長及び同乗者Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過 

 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者３人を乗せ、適当な場所で接岸

し、上陸して山菜採りをするため、平成２３年７月６日０６時３０分～０

７時００分、矢木沢ダム近くの発着場を出航し、１５時ごろに戻る予定で

北に向かって奥利根湖を遡上した。 

 船長は、船尾に座り、船外機を操作して操船し、船体中央部の物入れ蓋

の上に置かれた折りたたみ式簡易椅子２脚のうち、前方の椅子に同乗者Ｃ

が腰掛けて前方を向き、後方の椅子に同乗者Ｂが腰掛けて後方を向き、同

乗者Ａが同物入れの右舷側の椅子に腰掛けて後方を向いていた。 

 本船は、発着場から１,５００ｍ付近の水路が左右に分岐する水域に至

り、右側の水路を続航中、同乗者Ｃが、左手で左舷側ガンネルをつかみ、

風に飛ばされないように帽子を右手で押さえて下を向いていたとき、機関
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音とは異なる「ガリガリ」という音を聞き、また、同乗者Ａがそのことを

船長に確認しているのを聞いた直後、０７時０５分ごろ船体が右に大きく

傾斜した。 

同乗者Ｃは、甲板上に倒れて頭が右舷側になり、左足が椅子に挟まって

痛みを感じ、船体がほぼ水平に戻って顔を上げたところ、後方水面に船長

及び同乗者Ｂが見え、同乗者Ａが身体は水面上にあって右舷後部のガンネ

ルをつかんでいるのを見た。 

 この頃、本船は、右旋回を始めていて、同乗者Ｃが同乗者Ａに向かって

「早く上がってきて」と叫んでいたところ、再び右舷側に大きく傾斜した

ので、再び甲板上に倒れ、船体がほぼ水平に戻って顔を上げたとき、３人

の姿が見えなくなっていた。 

 本船が、右旋回をしていたところ、コクチバス（通称ブラックバス）の

駆除者２人が乗った船外機付作業船（以下「作業船」という。）が、定置網

に向かって航行中であり、本船を発見して接舷したのち、１人が本船に飛

び移って低速運転中の船外機を停止し、同乗者Ｃから落水者がいることを

聞いて現場付近の捜索後、奥利根湖の監視事務所に関係先への通報を要請

した。 

警察署、漁協、消防署及び矢木沢ダム管理者による捜索中、うつ伏せ状

態で漂流中の同乗者Ｂが発見され、作業船が、揚収して人工呼吸などの蘇

生措置を施しながら発着場に戻り、救急車に引き渡した。 

その後も行方不明になった船長及び同乗者Ａの捜索が１８日まで続けら

れたが、発見されず、行方不明となった。 

同乗者Ｂは、溺死と検案された。 

（写真 ＩＷＡＢＵＣＨＩの船体及び船外機 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 １～２、視界 良好、気温 約

１７.４℃ 

海象：波 なし、水面温度 約２０.９℃ 

 その他の事項  船長は、釣りのために奥利根湖を航行した経験が何回もあった。 

 同乗者Ｃは、船に乗った経験がなく、船体及び機関の取扱いに関する知

識がなかった。 

 推進器の３枚の全翼端にわずかに曲損があったが、損傷時期を特定でき

なかった。 

 奥利根湖には流木が多数流れ着いていた。 

 船長及び同乗者Ａは、行方不明のままである。 

 船長及び同乗者全員は、救命胴衣を着用していなかった。 

船長は、身体が船外機から離れると自動的に機関を停止させることがで

きるカールコードを付けていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

なし 

なし 

 同乗者Ｂの死因は、溺水であった。 

 船長及び同乗者Ａは、行方不明となった。 

本船は、奥利根湖を遡上中、船体が傾斜したこ

とから、同乗者Ａ及び同乗者Ｂが落水したものと

考えられる。 
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船長は、傾斜した際、船外機のハンドルを握っ

ていたことから、落水した可能性は低く、同乗者

Ｂを救助しようとして湖に飛び込んだ可能性があ

ると考えられるが、その状況を明らかにすること

はできなかった。 

 本船は、最大搭載人員３人の船に４人が乗船

し、船体中央部の物入れ蓋の上に置かれた折りた

たみ式簡易椅子に同乗者Ｂ及び同乗者Ｃが腰掛け

ており、不安定な状態であったものと考えられ

る。 

 船長は、カールコードを付けていれば、船外機

から離れると機関が直ちに停止することから、本

船が付近に停留し、また、船長及び落水者が救命

胴衣を着用していれば、本事故の発生を回避でき

た可能性があると考えられる。 

 本船は、沈木に乗り揚げて船体が傾斜した可能

性があると考えられるが、船長が行方不明になっ

たため、船体が傾斜した状況を明らかにすること

はできなかった。 

原因 本事故は、本船が奥利根湖を遡上中、船体が傾斜したため、同乗者Ａ及

び同乗者Ｂが落水し、また、船長が救助しようとして湖に飛び込んだこと

により発生した可能性があると考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

 ・救命胴衣を着用すること。 

 ・操船者はカールコードを付けること。 

 ・最大搭載人員を遵守すること。 

 ・操船者は、同乗者を乗せる場合、不安定な乗り方にならないよう留意

すること。 
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             写真 ＩＷＡＢＵＣＨＩの船体及び船外機 

中央部物入れ                               操縦者席 




